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船舶事故調査報告書 

 

平成２６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決      

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１月１１日（土） ０６時４８分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市寄船
よりふね

埼付近 

長崎県佐世保市所在の高後
こ う ご

埼灯台から真方位１０３°１,１５０ｍ

付近 

（概位 北緯３３°０６.０′ 東経１２９°４０.７′） 

事故調査の経過  平成２６年１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 Little
リ ト ル

 Pond
ポ ン ド

、５トン未満 

 ２９２－４３６５４長崎、個人所有 

 ６.５５ｍ（Lr）×２.３９ｍ×１.２４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、８４.６０kＷ、平成１０年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１８年７月１０日 

  免許証交付日 平成２３年５月１８日 

         （平成２８年７月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底部に擦過傷、プロペラ翼が破損 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、ＧＰＳプロッ

ターを作動させ、長崎県佐世保港口に向けて約１８ノットの速力で手

動操舵により、西北西進した。 

本船は、佐世保港口第２号灯浮標（灯質 群閃赤光、毎６秒に２閃

光）（以下「本件灯浮標」という。）の灯光を右舷船首方に見るまで小

刻みに左転し、寄船埼と本件灯浮標の間を通過しようとしたところ、

平成２６年１月１１日０６時４８分ごろ、推進器が何かに当たった衝

撃音と同時に左方に急旋回し、寄船埼の岩場に乗り揚げた。 

船長は、周囲が真っ暗で本件灯浮標の灯光以外に何も見えず、ま

た、左転中、ＧＰＳプロッターで船位等を確認していなかった。 

船長は、携帯電話で知人に救助を依頼し、救助船の到着を待ってい

たところ、本事故を目撃したフェリーからの通報を受けた海上保安部
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の巡視艇が到着した。 

船長及び釣り客３人は、来援した知人の会社の船舶に移乗し、本船

は、翌朝の満潮時に海事会社の船舶に引き下ろされ、佐世保市の船だ

まりへそれぞれ入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日出時刻：０７時２５分 

 その他の事項 

 

船長は、ふだん、操舵室天井窓から頭を出して見張りを行うように

していたが、本事故前、操舵室前面のガラス窓に曇りなどがなかった

ので、椅子に腰を掛けて操舵に当たっていた。 

船長は、本事故後、操舵室天井窓から頭を出して見張りを行うか、

ＧＰＳプロッターで船位等を確認していれば、本事故を防げたのでは

ないかと思った。 

本船は、佐世保市早
はい

岐
き

港を出港し、針尾瀬戸を経由して佐世保港口

に向かっていた。 

本船は、レーダーがなかった。 

本船の喫水は、船首約０.４０ｍ、船尾約０.７５ｍであった。 

釣り客のうち１人は、操舵室の左舷側に作り付けられた椅子に船長

の方を向いて座り、残る２人の釣り客は、後部甲板にシートを敷いて

寝ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、佐世保港口の寄船埼北方沖を航行中、船長が、手動操舵で

本件灯浮標の灯光を右舷船首方に見るまで左転していたが、ＧＰＳプ

ロッターで船位等を確認していなかったことから、進路が寄船埼付近

に向かうこととなり、同埼付近に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、佐世保港口の寄船埼北方沖を航行中、船

長が、手動操舵で本件灯浮標の灯光を右舷船首方に見るまで左転して

いたが、ＧＰＳプロッターで船位等を確認していなかったため、進路

が寄船埼付近に向かうこととなり、同埼付近に乗り揚げたことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ＧＰＳプロッターを使用して船位等の確認を行って航行するこ

と。 

 


